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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年２月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年９月１３日 １１時１０分ごろ 

発生場所 北海道広尾町十勝港東北東方沖 

 広尾町所在の広尾灯台から真方位０６２°２９.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４２°３１.０′ 東経１４３°５４.８′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三十八祥
しょう

成
せい

丸、８.５トン 

   ＨＫ２－２０３３１（漁船登録番号）、有限会社カネキタ漁業 

   １３.８２ｍ（Lr）×３.４５ｍ×１.３６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５４０.００kＷ、平成９年１０月 

   第２００－３０９６７号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第八富
とみ

栄
えい

丸、８.１２トン 

   ＨＫ２－１６９３５（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.９５ｍ（Lr）×３.１０ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和５３年５月２０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年５月１３日 

    免許証交付日 平成２１年１月２１日 

           （平成２６年２月２２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成４年４月３日 

    免許証交付日 平成２４年１月１８日 

           （平成２９年７月３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に亀裂等 

Ｂ 球状船首部に擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、十勝港東北東方沖の漁場

で、船首を北西方へ向け、漂泊していか一本釣り漁の操業を行ってい
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た。 

 船長Ａは、操舵室右舷側の椅子に腰を掛け、レーダー２台を０.５

Ｍ及び３Ｍレンジで作動させ、後方から漁船が近づいている旨の無線

連絡を受けていたが、接近する他船がいても漂泊中のＡ船を避けてく

れるものと思い、特に気に留めることなく、魚群探知機（以下「魚

探」という。）及びソナーを見ていた。 

 Ａ船は、漂泊して操業中、平成２５年９月１３日１１時１０分ご

ろ、その左舷中央部とＢ船の船首部が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、十勝港東北東方沖の漁場で、い

か一本釣り漁の操業を行っていた。 

 船長Ｂは、レーダー２台を０.２５Ｍ及び１Ｍレンジの状態で作動

させ、いかの魚群を追って約３ノットの対地速力で北東進中、魚探及

びソナーを見ることに注意を向けていたところ、衝撃でＡ船と衝突し

たことを知った。 

 Ａ船の近くにいた僚船が本事故に気付いて所属漁業協同組合へ連絡

を行い、海上保安部への通報を依頼した。 

 Ａ船及びＢ船は、Ａ船に浸水があったものの、自力で北海道釧路港

へ入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 北、風速 約３m/s、視程 約２００～３０

０ｍ 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 

 

 本事故発生場所付近では、Ａ船の僚船６隻及びＢ船の僚船５隻が操

業を行っていた。 

 Ａ船は、漁船群の北東端付近で漂泊していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、十勝港東北東方沖で漂泊して操業中、船長Ａが、接近する

他船が漂泊中のＡ船を避けてくれるものと思い、周囲の見張りを適切

に行っていなかったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、十勝港東北東方沖を北東進中、船長Ｂが、魚探及びソナー

を見ることに注意を向けて、周囲の見張りを適切に行っていなかった

ことから、前路で漂泊中のＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、十勝港東北東方沖において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が北東

進中、船長Ａが、接近する他船が漂泊中のＡ船を避けてくれるものと

思い、また、船長Ｂが、魚探及びソナーを見ることに注意を向け、共

に周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 
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参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・漁場においても、常時適切な見張りを行うこと。 

 


